
（平成 26年 4月 1日施行 まちづくり条例の一部改正） 

 位置指定道路に関する改正について 

 

 

 

 

 

１．対象 

（Ａ）位置指定道路の新設を伴う開発行為 

建築基準法第 42条第 1項第 5号の規定による道路の位置の指定の申請を伴う開発行為で

あって、その開発区域の面積が 300平方メートル未満のもの。 

ただし、その目的とするすべての建築物が現に存するものを除く。 

（Ｂ）位置指定道路に接する建築行為 

 建築基準法第 42条第 1項第 5号の規定による道路の位置の指定の公告後１年６月を経過

するまでの間に、当該道路に隣接した土地で行う建築行為。 

ただし、当該道路の位置の指定の申請の際、現に建築物の敷地として利用されている土

地について、その全部（当該道路として利用される土地を除く。）を一の敷地として利用す

るものを除く。 

 

２．手続 

（Ａ）の手続 

 ①現地に看板を設置（事業者） 

 ②事前協議申請書を提出（事業者）／事前協議申請書を縦覧・告示（市長） 

 ③説明会実施届を提出／説明会等を実施／説明会等報告書を提出（事業者） 

 ④意見書を提出（市民）／意見書を送付（市長） 

 ⑤見解書を提出（事業者）／見解書を縦覧・告示（市長） 

 ⑥協定書を締結／事前協議確認通知書を交付（市長・事業者） 

（Ｂ）の手続 

 ①現地に看板を設置（事業者） 

 ②事前協議申請書を提出（事業者）／事前協議申請書を縦覧・告示（市長） 

 ③（関係住民から説明を求められたとき） 

説明会実施届を提出／説明会等を実施／説明会等報告書を提出（事業者） 

 ④協定書を締結／事前協議確認通知書を交付（市長・事業者） 

 

３．基準（Ａ，Ｂ共通） 

（１）まちづくり条例の面積基準を適用する。 

（２）敷地面積の 10％以上を緑化する。 

 

「位置指定道路を新設する開発行為／隣接地での建築行為」 

が条例適用となります。 
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１．基本パターン 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．例外パターン                          
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【適用対象（案）のイメージ図】 

■特定開発事業Ａ：位置指定道路の申請を伴う開発行為で３００㎡未満のもの 

■特定開発事業Ｂ：位置指定道路に隣接した土地での建築行為（位置指定公告から１年６月以内） 

・建築物が現に存する場合 

特定開発事業Ｂ 

適用 

注１）A宅地 

既に接道要件になっている敷地の一

部を転換する場合は、建築物の検査

済み後 1年 6月経過後に手続開始 

注２）B宅地 

利用不可の残地を設定し位置指定道

路と区分した場合であっても一体的

な土地利用が見られる場合は隣接地

と判断する。 

 

  

 

3．注意事項 
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３．基準 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．手続フロー 

 

 

用途地域 １区画当たりの面積（㎡以上） 

第１種低層住居専用地域 １６５  ※開発区域の面積が、１，０００㎡未満のものについては、２区画に限り、１区画面積を１４０㎡以上とする 

ことができる。 

第１種中高層住居専用地域 １４０ 

第２種中高層住居専用地域 １４０ 

第１種住居地域 １４０（１６５） 

※新宿１丁目、新宿２丁目、新宿３丁目の一部、新宿５丁目の一部及び逗子６丁目の一部で別に定めるところに 

ついては、（ ）内を敷地面積とする。 

第２種住居地域 １４０ 

近隣商業地域 １２０ 

商業地域 １１０ 

準工業地域 １４０ 

【基準（案）】 

１．まちづくり条例の面積基準を適用する。 

２．敷地面積の１０％以上を緑化する。 

 

 

（参考） 

逗子市まちづくり条例施行規則 別表第３（第３９条関係） 敷地面積基準 


